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表 3－ 1　実施協議調査団　討議議事録の交渉経緯

調査の基本方針

〈概要〉

I. PDMに関する内容

の確認及び合意

II.PDM に基づく 5 年

間 の暫定活動計

画・詳細活動計画

の協議

1. アディスアベバ訓

練センターでの訓

練プログラムの開

発、コースの実施

2. モデル地区での普

及活動

（1）事前調査（長期調査）、長期調査の結果を受けて、エティオピア側の実施体制を確認するとともに、プロジェクト実施のために必要な協議

を行い、R／D及びミニッツにて合意する。

（2）協力期間（5年間）の暫定活動計画につきエティオピア側と協議する。

（3）エティオピア側と協議のうえ、モデル地区を選定する。

I. 事前調査においてアディスアベバ訓練

センターに関する PDMは作成している

が、その後の調査を踏まえての修正が必

要になっている。

1. 訓練センターでは次の5つの常設コース

及び 3つの特設コースを予定しており、

第 2次長期調査において双方合意済み。

・常設コース （1）探査計画コース

（2）掘削技術コース

（3）機械保守コース

（4）電気保守コース

（5）水供給管理コース

・特設コース （1）機械保守コース

（2）土木技術コース

（3）普及指導コース

2. モデル地区での活動については、PDM

は未作成。

I. 一部修正した PDM 案を基に

エティオピア側と協議し、結

果をミニッツに添付する。

II.双方が合意した PDM に基づ

き、暫定実施計画及び Plan of

Operationを作成のうえミニッ

ツに添付する。

2. モデル地区での普及活動につ

いて、内容の検討及び実施ス

ケジュールを検討する（準備

手続き、開始時期、実施計画

等）。

I. ミニッツ ANNEX IIのとおり作成。

II.ミニッツ ANNEX IIIと IVのとおり作成。

1. 訓練コースについては、M／MのANNEX Iに記載。ドラフ

トからの変更点としては、以下の 2点がある。

・水供給管理コースの目標として、操作・保守の文言を新たに

追加した。

・掘削技術コースの訓練期間を 6か月、1回／ 1年から 3か月、

2 回／ 1年に変更した（探査調査コースと並行して進めるた

め）。

2. 活動のアウトラインについて協議を行った。本活動はプロ

ジェクト中盤に実施する予定であるため、詳細活動計画及び

スケジュールについては、プロジェクト開始後に検討するこ

ととした。

3. 調
査
対
処
方
針
と
協
議
結
果
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調査項目 現状及び問題点 派遣前対処方針 協議結果
III.

1. プロジェクト開始時に、派遣

する専門家の人数・分野を確

認する。

2. C ／ P研修の時期及び内容に

ついて協議する。

3. 供与機材の品目・数量及び供

与年度を協議するとともに、

その調達方法（本邦調達、現

地調達、第三国調達）につい

て検討する。

IV.

1. エティオピア側の予算措置に

ついて確認するとともに、日

本側の対応について検討する

（LLDC特別現地業務費の活用

を検討）。

III. プロジェクトに必

要な双方の投入

についての協議

1. 長期専門家の派遣

計画

2. C／P研修（人選、研

修時期及び研修内

容）

3. 機材供与（品目・数

量及び供与年度、

現地調達・第三国

調達品目の検討）

IV. エティオピア側

実施体制の確認

1. プロジェクト運営

費

III.

1. チーフアドバイザー／業務調整／地方

給水／掘削技術／機械工学／地下水開

発／地域社会開発／WIDの分野から派

遣することは合意済み。

2. 未協議

3. 第 2次長期調査にて、これまで作成して

いた機材リストを一部修正した。

IV.

1. 訓練費用は、基本的にエティアピア側で

負担することに合意しているが、開始当

初は一部を日本側に負担してもらいた

い旨、要請されている。その経費

は $300／月／人と計上されている。

III.

1. 分野については双方合意。

2. 1997年度の研修員候補として、プロジェクトマネージャーと

訓練センター所長を受け入れる予定。2～ 3月で、3～ 4週間

程度視察型研修を予定。

3. 機材リストについては、R／DのANNEX IIIにて合意。機材

の調達方法としては、現地で入手可能なものはできるだけ現

地調達とすることとした。

なお、掘削機について、第2次長期調査時（1997年 7月）には

エティオピア既存機材を借りることで対応を予定していた

Percussion rigが、旱魃の影響で使用が困難になったことから、

供与リストに加えることを強く要求された（ANNEX III参照）。

IV.

1. サステナビィリティーの観点からエティオピア側が対応すべき

であることを調査団から説明し、理解を得たものの、エティオ

ピアは財政上の理由、訓練コースを軌道に乗せて地方政府に訓

練の意義を理解せしめるのに一定期間必要であることなどを述

べ、初期の段階においては日本側の支援を要望した。なお、研

修にかかる経費を再度計算した結果、概要は次のとおり。

・生活維持費：50Birr／日／人

・旅　費 ：200Birr／人

小　計　1700Birr／月／人（≒ $250）
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調査項目 現状及び問題点 派遣前対処方針 協議結果
2. C／ P配置計画

3. 供与機材の通関及

び管理体制

4. アディスアベバ訓

練センター整備計

画の確認

5. モデル地区の選定

2. 役職は計画されているが、具体的人数等

に関しては決定していない。

4. 水資源省が保有する、カリティワーク

ショップがアディスアベバ訓練セン

ター用に活用されるが、実習場の改築、

講義室、専門家室、C／ P室等を含む建

物の新設の必要性が指摘されている。

5. 日本側はティグレ州、南部民族州を想定

していたが、第 2次長期調査ではエティ

オピア側からの要請により、同 2州をミ

ニッツに記載しなかった。本件について

はエティオピア側が実施協議調査団派

遣までに2地区を選定することになって

いるが、異なる州を希望する可能性があ

る。

2. アディスアベバ訓練センター

の専任スタッフの人数、配置

時期について確認する。

3. エティオピア内の通関手続き

がどのようになっているか、

また必要経費とそれに対する

エティオピア側の負担につい

て確認する。

4. 訓練に必要な設備（講義室、

専門家室、C／P室等）の整備

計画について確認し、日本側

の負担が必要であれば、検討

する。

5. 治安・実施体制の点から双方

が調査・協議のうえ決定した

経緯があることを理由に、同

2 州を対象にするよう要請す

る。ただし、エティオピア側

の希望する州が治安・実施体

制の点から問題がなければ、

改めて検討する。

2. 訓練コースを検討したうえで必要なインストラクターの分野を

検討し、併せて訓練センターとしての機能をもつために、所長、

事務員、技術員などを算定するとともに、暫定的なプロジェク

トC／Pリストを入手し、ミニッツに添付した。なお、各訓練

コース1名のインストラクターのみで全期間にわたる講義・実

習を行うのは不可能であるので、いずれは複数のインストラク

ター配置、又は非常勤講師の招聘等の措置が必要である。

3. 通関手続きは、水資源省の調達・管財局が担当し、関係省庁

への書類を作成のうえ、アディスアベバの運送業者に委託

し、アッサブ港（エリトリア）から引き取ることになる。なお、

供与機材の通関に関する経費についてはエティオピア側が負

担することを確認した。

4. カリティ（Kaliti）にあるサイトを改めて視察し、既存の施設・

機材を確認するとともにプロジェクト実施に必要な施設に関

して協議を行った。その結果、施設（講義室、講義準備室等）

の新規建設が必要であることを双方で確認した。エティオピ

ア側は敷地内の既存施設、機材類をすべてプロジェクトに提

供することとし、加えてワークショップ内部の改修（管理部門

用のスペースの確保）及びインフラの整備を実施することを表

明した。しかしながら新規校舎の建設が難しいため、日本側の

援助を要請している。なお、サイトの敷地は広く、資機材置き

場の整備・野外実習等のための場所は十分に確保されている。

5. これまで日本・エティオピア双方で検討を重ねた結果である

「ティグレ州・南部民族州から各1地区ずつモデル地区を選択す

る」ことに双方同意した。本件については、併せて水資源大臣か

ら次の3点を念頭にモデル地区を設置することが強調された。

（1）地質的代表地域であること

（2）公平の原則に基づきモデル地区の活動の成果は当該州政府

の関係者にとどまらず、他の州の関係者にも寄与すること。

（3）上記 2点を念頭にモデル地区を設置することを基本理念と

すること。
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調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
〈R／D -付属文書〉

I. 両国政府の協力

（プロジェクトの実

施主体と目的）

II.日本側のとるべき

措置

1. 専門家派遣

2. 機材供与

3. 研修員受入れ

4. 日本政府のとるべ

き特別措置

I.

1. エティオピア政府は日本政府の協力を得て、エティオピアの経

済・社会発展に寄与する地下水開発・水供給訓練計画を実施する。

2. プロジェクトは別添 Iの基本計画に従って実施される。

II.日本の現行法令法律に従い、日本政府は自己の負担において、日

本政府の技術協力スキームの通常の手続きにより、JICAを通じ

次にあげる措置をとる。

1. 別添 IIに掲げる日本人専門家の役務を提供する。

2. 日本政府は別添IIIに掲げるプロジェクト実施に必要な資機材（以下

「機材」という）を供与する。機材は、国境及び（又は）空港において

エティオピア側関係当局にC.I.F.建てで引き渡されたとき、エティオ

ピア政府の財産となる。

3. 日本政府は技術協力に定められた予算の範囲内において技術研

修のためプロジェクトにかかわるエティオピア人の研修員を受

け入れる。

4. プロジェクトの円滑な実施を確保するために日本政府は現行法

令法律に従い、JICAを通じてインフラの整備に必要なローカル

コスト支出の一部を補うための特別な措置をとる。

2. 国境・空港渡しではなく、プロジェクト渡し（輸送費

の負担が難しいため）にする旨の要望がエティオピア

側からなされる可能性があるが、R／Dの変更は認め

ない。輸送費については本来エティオピア側が負担

すべきものであることをM／Mに記載し対応する。

4.「特別な措置」の具体的内容として、以下に対する

プロジェクト基盤整備費の活用を検討する。

（1）アディスアベバ訓練センターの講義棟の整備

（2）モデル地区での普及訓練活動の拠点整備

ドラフトからの変

更なし

-49-



調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
III. エティオピア政府

がとるべき措置

1. プロジェクトの主

体的運営及び自主

性確保

2. プロジェクト成果

の活用

3. 日本人専門家への

便宜

4. 機材の活用

5. 帰国研修員の活用

III

1. エティオピア政府はプロジェクトの主体的運営並びに自立性を

確保するために関係当局と受益集団、団体をプロジェクトに十

分かつ積極的に取り組むべく日本の技術協力実施中並びに終了

後必要な措置をとる。

2. エティオピア政府は、日本の技術協力の結果として、エティオピ

ア国民が獲得する技術と知識がエティオピアの経済、社会的発

展に寄与することを保証する。

3. エティオピア政府は、別添IVにあげたエティオピアでの特権、免

除事項及び便宜、並びに同様な活動を行っている第三国の専門

家に対して供与されているものと同様の特権、免除事項及び便

宜を上気 II-1 にあげた日本人専門家とその家族に対して供与す

る。

4. エティオピア政府は、別添 II にあげられた日本人専門家との協

議に基づき、上記 II-2にあげた機材がプロジェクトの実施のため

に有効に用いられることを保証する。

5. エティオピア政府はエティオピア人が日本での技術研修から得

た知識及び経験がプロジェクトの実施のために有効に用いられ

ることを保証するため必要な措置をとる。

ドラフトからの変

更なし

（ただし、III-3に関

して、エティオピ

ア国内で、新法案

が検討されている

ことから注意が必

要）
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調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
6. エティオピア側の

負担

（1）C／ Pの配置

（2）土地・建物・設備

（3）資機材の提供

（4）専門家の内国旅

費

（5）専門家の住居

6. エティオピアで施行されている法律及び規則に従って、エティ

オピア政府は、プロジェクトのために自己の負担により以下の

ものを提供するための必要な措置をとる。

（1）別添Vのエティオピア人C／ P及び事務職員の役務を提供

（2）別添VIの土地、建物及び施設を提供する。

（3）JICA を通じて供与される上記 II-2 にあげた機材以外でプロ

ジェクトの実施に必要な機械、装置、器具、車両、工具、補充

部品及びその他の資材の調達若しくは交換

（4）日本人専門家のエティオピア国内公務出張に対する出張旅費

（5）日本人専門家及びその家族に対する適当な家具付き住居施設。

（4）日本側に負担を依頼するとともに、同項の削除

をエティオピア側が主張する可能性があるが、

R／D様式の定型であること、本項に関してはミ

ニッツにて補足追記することを説明し、理解を

求める。

（5）同上

ドラフトからの変

更なし

ただし、（4）（5）に

ついては日本側の

負担を要請された

ため、ミニッツに

記載した。
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調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
7. 機材供与に関するエ

ティオピア側の負担

（1）供与機材の国内

輸送経費、据付

経費、ランニン

グコスト

（2）輸入手続経費、

税金等

（3）運営経費

IV. プロジェクト管

理体制

1. 統括責任者

2. 運営責任者

3. 実施責任者（訓練セ

ンター）

4. 実施責任者（地方活

動）

5. チ ー フ アドバイ

ザー

6. 日本人専門家

7. 合同委員会

7. エティオピアで施行されている法律及び規則に従い、エティオ

ピア政府は、以下の経費を負担するための必要な措置をとる。

（1）上記 II-2に掲げる機材のエティオピア国内における輸送、据え

付け、操作並びに維持に必要な経費。

（2）上記 II-2 に掲げる機材に対してエティオピア国内で賦課され

る関税、国内税及びその他の課徴金

（3）プロジェクトの実施に必要な運営経費

IV.プロジェクト運営管理

1. 水資源省首席技官（Chief Engineer）は総括責任者としてプロジェ

クトの運営管理及び実施に関する総括的責任を負う。

2. 水資源省運営訓練局長はプロジェクトマネージャーとして地方

州との連携を保ち、プロジェクトの事務的、技術的事項の責任を

負う。プロジェクトマネージャーは技術的事項について上下水

道局長の支援を受けるものとする。

3. アディスアベバ訓練所の組織は技術協力の開始に先だって確立す

るものとし、その所長は技術訓練プログラム実施の責任を負う。

4. 2つの地方州政府は実験的普及活動の責任を負う。

5. 日本側チーフアドバイザーはプロジェクトダイレクター及びプ

ロジェクトマネージャーに対し、プロジェクト実施に伴う事項

に関し必要な勧告、助言を行う。

6. 日本側専門家はエティオピアC／Pに対し、プロジェクト実施に

伴う事項に関し必要な技術指導、助言を行う。

7. プロジェクトに対する技術協力を効果的かつ成功裡に実施するため、

別添VIIに掲げる人員構成と役割をもつ合同運営委員会を設置する。

（1）輸送費については日本側に負担を依頼するとと

もに、同項の削除をエティオピア側が主張する

可能性があるが、R／Dの変更は認めない。輸送

費については本来エティオピア側が負担すべき

ものであることをM／Mに記載し対応する。

（3）開始当初の予算について日本側に負担を依頼する

ともに、同項の削除をエティオピア側が主張する

可能性があるが、R／Dの変更は認めない。本経

費については本来エティオピア側が負担すべきも

のであることをM／Mに記載し対応する。

ドラフトからの変

更なし

ただし、III.7.（4）

（5）については日

本側の負担を要請

されたため、ミ

ニッツに記載し

た。
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調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
V. 合同評価

VI. 日本人専門家に

対する請求

VII.相互協議

VIII.広報活動

IX. 協力期間

V. 合同評価

プロジェクトの評価は、JICAとエティオピア側関係機関を通じ

て、達成度を調査するため、協力期間の中間時点及び終了 6か月

の間に両国政府によって共同で行われる。

VI.日本人専門家に対する請求

エティオピア政府は、プロジェクトに対する技術協力に従事す

る日本人専門家のエティオピア国内における職務の遂行に起因

し、その遂行中に発生し、又はその他その遂行に関連して日本人

専門家に対するクレームが生じた場合は、そのクレームに対する

責任を負う。ただし日本人専門家の故意、又は重大な過失から生

じた請求についてはこの限りではない。

VII. 相互協議

両国政府はこの付属文書から又はそれに関連して生じるいかな

る重要事項についても協議を行う。

VIII. プロジェクトへ理解支援を促進するための措置

エティオピア国民のプロジェクトへの支援を促進するために、

エティオピア政府は、プロジェクトがエティオピア国民に広く理

解されるよう、適切な措置をとる。

IX.協力期間

この付属文書に基づくプロジェクトの技術協力期間は

1998年 1月 15日より 5年間とする。

VI.エティオピア側が同項の削除を要請する可能性

があるが、不当な請求から専門家を保護する必要

があるため変更には応じない。

ドラフトからの変

更なし
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調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
別添 I. 基本計画

別添 II. 日本人専門

家

・ アディスアベバ訓練センターの訓練プログラム

の詳細（訓練コース、期間、定員、資格要件等）に

ついては、第 2次長期調査での合意事項を再確認

し、ミニッツに記載する。

・ モデル地区での普及活動については、更なる検討

が必要である。R／D、M／Mには活動概要を記

述するにとどめる。

・ エティオピア側は人数の明記を要請する可能性

があるが、人数は予算の関係で変更もあり得るた

め、明記しない。

別添 I.4.（2）-2）（左

欄 I-（2）-2）につい

て、変更。

変更前：

To train extension

promotion workers.

変更後：

To undertake on-

the-jop training for

extension workers

for enhancing a

community

approach to water

supply servises.

別添 IIドラフトか

らの変更なし

別添 I

1. プロジェクトの目標

（1）プロジェクトの上位目標

水供給に関する適切な技術訓練を通じての地下水開発の促進

と基盤整備により、十分で安全な水が供給されるようになる。

（2）プロジェクトの目標

地下水開発及び水供給の向上のための人材を開発する。

（3）プロジェクトの成果

1）エンジニア、テクニシャン、普及指導員の技術訓練が実施

される。

2）モデル地区で普及活動が実施される。

2. プロジェクトの活動

（1）アディスアベバ訓練センター

1）アディスアベバ訓練センターの設立

2）訓練コースカリキュラムの開発

3）設備・機材の改善

4）訓練指導員の能力向上

5）訓練コースの実施

（2）モデル地区

1）訓練コースのフォローアップ活動の実施

2）普及員の訓練実施

3）普及活動の実践

別添 II

1. 以下の分野について長期専門家を派遣する。

チーフアドバイザー／業務調整／地方給水／掘削技術／機械工

学／地下水開発／地域社会開発／WID

チーフアドバイザー、業務調整、専門家は他の分野の専門家を兼

ねることができる。

2. プロジェクトに必要な短期専門家については必要に応じて派遣

する。
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別添 III. 機材 ドラフトからの変更なし

　供与機材のうち、掘削

機については第 2次長期

調査（1997年 7月）の結果

を受けて Rotary rig のみ

の供与を予定していた

が、Percussion drilling rig

もリストに加えることを

エティオピア側から強く

要請された。Percussion

drilling rig の必要性につ

いては、第 2次長期調査

においても双方合意して

いたが、予算の関係上供

与が難しいことから、他

の機関（例えば井戸掘削

事業団等）から賃借する

形で訓練に対処するとい

う方針を立てていた。し

かしながら、1997年度か

ら始まった旱魃への対応

によって Percussion rigを

借りることが困難とな

り、かつ供与機材リスト

にあげられた Service rig

と入れ替えてでも当該機

器が必要であるというエ

ティオピア側の要請も

あったことから、その重

要性にかんがみ、ミニッ

ツに記載し、持ち帰り検

討事項とすることにし

た。

別添 III 機材リスト

1. 技術訓練プログラム

（1）探査・計画コース

電気探査器／電子磁力探査器／水位測定器／水質分析器／空

中写真用ステレオスコープ立体鏡／GPS／自記水位計／クリノ

メーター・ブラトンコンパス／気圧計（高度計）／コンピュー

ター、ソフトウェア／Walky talky

（2）掘削技術コース

DTHツールによるロータリー掘削機／DTH掘削用エアーコン

プレッサー／井戸改修機／掘削用付属機器／ユニック車／泥水掘

削用泥水ポンプ／電動水中モーターポンプ／揚水試験器具／電気

検層機／掘削・機械用工具／鋼管類

（3）機械保守コース

エンジンスタンド／測量工具／カットモデル／工具

（4）電気保守コース

カットモデル／回路試験装置

（5）水供給管理コース

漏水試験器

（6）その他、訓練コースに共通して必要と合意される機器。

2. 一般機器

コンピューター／教材・書籍／OHP／コピー機／AV機器／

無線通信機器／ピックアップトラック／ミニバス／ステーショ

ンワゴン

NOTE：

1. 上記の機材は日本人専門家が技術移転に必要なものに限られる。

2. 上記機材の内容、仕様、数量は日本の会計年度の予算に基づき、

相互協議を通じて決定される。

3. 機材は上記の訓練コースだけでなく、その他の訓練プログラム

のためにも使用される。

4. モデル地区での活動・特設コースに必要な機材は、プロジェクト

実施中に日本・エティオピア双方で協議される。
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調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
別添 IV. 日本人専門

家の特権・便

宜供与

別添V. エティオピ

ア側C／P及

び事務職員

2. 免税措置されたものの所有者が変更される場合

の措置について考慮を求め、ミニッツに次の事項

を記入する。

With regard to the article 2 and article 6 in ANNEX

IV of R/D, if any of the commodities, be it personal

or professional, is disposed of in Ethiopia, appropriate

procedures will be applied.

ドラフトからの変

更なし

別添 IV

1. 海外から送金される生活費に対する、又はそれに関連して賦課

される所得税及びその他の課徴金の免除

2. エティオピア国内に持ち込まれた身廻品及び家財、車両に係る

課徴金及び輸出入業務の免除

3. 専門家とその家族のためのエティオピア国家公務員と同等の医

療及びその他の必要な援助

4. 専門家とその家族のための出入国ビザの無料発行

5. 専門家の職務遂行上必要なすべての公的機関の協力を確保する

ための、専門家とその家族の身分証明書の発行

6. プロジェクト活動に関係する専門家の機材に関する課徴金の免

除

別添V

1. プロジェクトダイレクター

2. プロジェクトマネージャー

3. 技術顧問

4. モデルエリア調整員

5. アディスアベバ訓練センター所長

6. 指導員

調査・計画／掘削技術／機械保守／電気保守／水供給管理／普

及指導

7. ワークショップ　技能者

8. 事務職員

事務職員／秘書／会計士／現金出納係／運転手／清掃員／警備

員／その他必要な職員
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調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
別添VI. 土地、建物、

施設

ドラフトからの変

更なし

別添VI

1. 土　地

水資源省の有するカリティワークショップがアディスアベバ訓

練センター用に供される。

2. 建物、施設

（1）アディスアベバ訓練センター

a.訓練用の建物及び設備

b.教室、指導員室、会議室を含む講義棟

c.野外実習場

（2）水資源省

会議室（1）、チーフアドバイザー室（1）、調整員室（1）、専門家

室（1）及び必要な設備

（3）モデル地区（2か所）

1地区当たり、専門家室、講義及び宿泊に必要な設備を有する

建物。
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調査項目 日本側提示案 派遣前対処方針 協議結果
別添VII.合同運営委

員会

ドラフトからの変

更なし

別添VII

プロジェクトの円滑、かつ効果的な実施を目的として、日本側及

びエティオピア側双方で構成される合同運営委員会を設置する。

1. 機能

合同運営委員会は下記の諸機能を果たすためには最低年1回、必

要に応じて開かれる。

a. プロジェクト年次計画の作成

b. 年次計画同様、プロジェクトの進捗及び技術協力計画の達成

を再検討する。

c. プロジェクトに生じる、あるいは関連する主要問題について

検討し、意見を交換する。

2. 構成

a. 委員長：水資源省　チーフエンジニア

b. 委　員

〈エティオピア側〉

- 経済開発協力省

- 水資源省

- 州政府の代表者

- 及び委員長に指名された者

〈日本側〉

- チーフアドバイザー

- 調整員

- 長期専門家

- JICAエティオピア事務所

- 必要に応じて JICAより派遣される要員

* 必要に応じて在エティオピア日本大使館よりオブザーバーとし

て出席する。
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（1） 探査／計画コースの流れ（暫定）

4. 各訓練コースの流れ（暫定）

訓練内容 必要期間 カリキュラム

I 導　入

II 地下水の基礎知識

III 地下水探査

 1. 探査の目的と流れ

 2.（1） データ収集

 2.（2） 地形調査

 2.（3） 地質調査

 2.（4） 物理探査

 2.（5） 既存水源調査

 3. 水理地質全般検討

IV 地下水開発

 1.（1） 井戸掘削方法

 1.（2） 掘削管理

 2. 揚水試験と解析

 3. 水質試験

 4. 地下水開発計画

V 地下水資源評価

 a. シュミレーション

 b. 地下水保全計画

 c. 地下水モニタリング

 d. データベースインプット

コース開始

データ収集

地形・地質判読／

野外踏査

物理探査

既設水源調査

水理地質全般検討

掘削管理

井戸構造設計

水理地質常数検討

水理地質図作成

地下水開発計画策定

地下水モニタリング

データベースインプット

1

1

1

2

0.5

1.5

1

1

1

2

計12週

掘削技術コース

井戸掘削

井戸検層

揚水試験
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（2） 掘削技術コースの流れ（暫定）

1. 水井戸の掘削についての概説

① 地下水についての基礎的概念・・・・（探査計画コースと合同）

② 地下水開発の方法（探査と掘削）・・・（探査計画コースと合同）

③ 各種掘削機の特徴（用途・比較）

④ 井戸の仕上げ方法（排泥・洗坑）

⑤ 井戸の揚水試験（井戸と水層の特性、水質、適正な揚水量）

⑥ 給水設備の概要（揚水ポンプ、給水タンク、滅菌、配管、給水栓等）

2. 掘削工事現場の見学

① 井戸の規模（仕様）について説明（目的、口径、深度、目標水量等）

② 掘削機械、工法、器具、工具、消耗品の説明

③ クルーの手組み（編成）と役割分担、作業マナーの説明

3. 揚水試験の実習

① 既設給水ステーションの見学

② 水中モーターポンプの据え付け、引き上げ作業実習

③ 既設井での揚水試験（水量と水位の測定、水質試験用採水の方法）

⑤ 仕上げ中の井戸の揚水試験（同　上）

⑥ 揚水試験記録の書き方

⑥ 揚水試験解析の概略説明・・・・（探査計画コースと合同）

4. 揚水ポンプの分解、点検、整備の実習・・（部分的に機械保守コースと合同）

① 水中モーターポンプ

② ポンプのコントローラーパネル

③ 発電機

5. 掘削機の点検・整備の見学と実習・・・・（部分的に機械保守コースと合同）

① ワークショップの見学（既設・民間）

② 掘削機、エアーコンプレッサー、泥水ポンプ及び発電機等の点検と整備

③ 掘削器具（ビット、ハンマー、ドリルパイプ、ツールス）の点検・整備

④ 掘削坑用電気検層機器の整備（外部の清掃／探査計画コースと合同）
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6. 掘削機の据え付けと操作実習（Down The Hole：DTH／ロータリー式）

① 掘削機械の現場配置、据え付け方法

② 掘削準備（必要機材、工事用水、循環泥材等）

③ ドリリングマストの起立と倒し方

④ 掘削操作とコンダクター管のセット

⑤ 掘削（DTH：Air Compressor／泥水循環：Mud Pump、調泥）、揚降管作業

⑥ 坑内電気検層の測定補助作業と採水層の決定方法（探査計画コースと合同）

⑦ ケーシング／ストレーナー管の降下作業

⑧ グラベルパッキング作業

⑨ 泥水排除、清水洗坑、エアーリフト揚水など仕上げ作業

⑩ 揚水試験用水中モーターポンプの据え付け／引き揚げ作業

⑪ 揚水試験（予備、段階、連続、回復）・・・・（探査計画コースと合同）

⑫ 簡易な水質試験（採水）・・・・・（探査計画コースと合同）

⑬ 掘削機械の解体、撤収、後片付け作業

⑭ 掘削記録（地質柱状図、電気検層図、地質サンプル、揚水試験記録、作業日報、使用材料等）

のまとめと報告書の書き方・・（探査計画コースと合同）

7. 坑内事故の回復手法（フィッシングツールスなど特殊器具）

8. 既設井戸の改修（リハビリテーション）の手法

9. クルーの役割分担、ドリラーの作業マナー、安全対策など

10. その他（岩石・地層の判別法など・・・・探査計画コースと合同）

注意事項

掘削作業の実習にあたっては、あらかじめ専任した複数の熟練ドリラーに介添えさせる。専従

オペレーターの立ち会いなしに実習生だけで機械操作を行ってはならない。

掘削作業現場では、手、足指の切断その他重大な人身事故が起こり得る危険な作業を伴うので、

保安帽、保安靴、安全帯、作業手袋及び作業服などを支給して、適切な装着ができるよう指導す

る。また保安上不適切な服装の者や、部外者をみだりに作業場内に入れてはならない。万一、人

身事故や、誤操作による機器の坑内落下事故及び機械の損傷等が発生すれば、訓練プログラムに

重大な支障を来すことになるので、安全をすべてに優先させ、事故の皆無を図らねばならない。
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